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(54)【発明の名称】 医療診断ならびに医療誘導インターベンションおよび治療のための装置および方法

(57)【要約】
複数の撮像システムを用いる医療診断および医療誘導イ
ンターベンションのためのシステムおよび方法が導入さ
れる。これらのシステムおよび方法は、医療診断および
医療誘導手術および治療において２つ以上の医療撮像装
置から利用可能である情報を組合わせるための比較的簡
単でモジュラ的な態様に対する必要性を認識する。特に
これらの方法は、いくつかの医療撮像装置の協調動作に
関する機械的拘束を最小化することを可能にする。この
発明において導入される装置および方法は、異なった医
療撮像装置の間の相対的な位置およびそれらによって生
成される画像平面および／または画像体積の間の相対的
な位置を、装着可能な位置測定要素に基づく位置測定シ
ステムを用いることにより、測定することを可能にする
。これにより、異なった医療撮像システムから同一の平
面／体積の画像が利用可能である場合に、画像融合を促
進する。さらに／これに代えて、第１の医療撮像装置に
よって生成された画像から得られる情報に従って、所望
の領域／体積の上に第２の医療撮像装置を位置決めする
ことが可能になる。
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【特許請求の範囲】

    【請求項１】  医療診断および／または医療治療計画および／または医療イ

ンターベンション計画および／または医療治療および／または医療インターベン

ションおよび／または医療処置において有用である２つ以上の医療撮像装置の予

め定められた機械的拘束協調動作を自由にするための方法であって、

  第１の医療撮像装置によって人体体積／平面を撮像するステップと、

  位置測定コントローラと位置測定要素とを含む位置測定システムによって、前

記第１の医療撮像装置に対する第２の医療撮像装置の位置を感知するステップと

、

  前記第２の医療撮像装置によって前記人体体積／平面の一部またはすべてを走

査するステップと、

  前記第１の医療撮像装置および／または前記第１の医療撮像装置によって生成

される走査平面／体積に対する、前記第２の医療撮像装置の相対的位置および／

または前記第２の医療撮像装置によって生成される走査平面／体積の相対的位置

を計算するステップと、

  医療オペレータに対して協調的な態様で前記計算を少なくとも１つのディスプ

レイスクリーンに表示するステップとを含む、方法。

    【請求項２】  前記第１および前記第２の医療撮像装置は順次に動作する、

請求項１に記載の方法。

    【請求項３】  前記第１の医療撮像装置および前記第２の医療撮像装置は同

時におよび／または断続的に動作する、請求項１に記載の方法。

    【請求項４】  前記１つの第１の医療撮像装置および前記１つの第２の医療

撮像装置は、Ｘ線、ＣＴ、ＭＲＩまたは超音波、内視鏡の群のうちの１つである

、請求項１に記載の方法。

    【請求項５】  位置測定システムは、磁気、光学、音響、慣性、光ファイバ

の群のうちの１つ、またはこれらの組合せである、請求項１に記載の方法。

    【請求項６】  前記第１の医療撮像装置に対して第２の医療撮像装置の位置

を感知するステップは、有線または無線通信によって行なわれる、請求項１に記

載の方法。
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    【請求項７】  前記第２の医療撮像装置によって生成される走査平面／体積

／画像の位置は、前記第１の医療撮像装置によって生成される走査平面／体積／

画像に対して計算される、請求項１に記載の方法。

    【請求項８】  前記第１の医療撮像装置によって生成される走査された平面

／体積は、前記第２の医療撮像装置によって生成された走査された平面／体積／

画像に対して、画像処理ツールによって相関および／または融合される、請求項

１に記載の方法。

    【請求項９】  標的を前記少なくとも１つのディスプレイスクリーンに標識

付けすることにより、または画像内の標的の自動的認識により、前記標的の位置

を前記位置感知システムに示すステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。

    【請求項１０】  基準平面／体積を前記少なくとも１つのディスプレイスク

リーンに標識付けすることにより、前記基準平面／体積の位置を前記位置感知シ

ステムに示すステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。

    【請求項１１】  前記第２の医療撮像装置の位置は、前記標的および／また

は前記基準平面／体積／画像に対して計算される、請求項９および請求項１０の

いずれかに記載の方法。

    【請求項１２】  前記１つの第２の医療撮像装置によって生成される走査平

面／体積の位置は、前記標的および／または前記基準平面／体積に対して計算さ

れる、請求項１に記載の方法。

    【請求項１３】  前記第２の医療撮像装置の、前記標的および／または基準

平面／体積への実際の漸進的な移動を、前記少なくとも１つのディスプレイスク

リーンに示すステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。

    【請求項１４】  前記第２の医療撮像装置および／または前記第２の医療撮

像装置生成によって生成される走査平面／体積の、前記標的および／または前記

基準平面／体積からのずれを、前記少なくとも１つのディスプレイスクリーンに

示すステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。

    【請求項１５】  前記第２の撮像装置の位置を調節して、その走査平面／体

積／画像に前記標的を含ませるか、またはその走査平面／体積を前記基準平面／

体積と一致させるステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
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    【請求項１６】  医療処置の異なった段階の間の内臓の解剖学的動きを評価

するために、少なくとも１つの標的の計算された位置、またはいくつかの標的／

点の間の相対的位置を相関するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。

    【請求項１７】  医療診断および／または医療治療計画および／または医療

インターベンション計画および／または医療治療および／または医療インターベ

ンションおよび／または医療処置において有用である２つ以上の医療撮像装置の

予め定められた機械的拘束協調動作を自由にすることのできる装置であって、

  １つの第１の医療撮像装置と、

  １つの第２の医療撮像装置と、

  位置測定システムとを含み、前記位置測定システムは少なくとも、位置感知コ

ントローラと、前記第１の医療撮像装置に対して既知の位置での第１の位置測定

要素および前記第２の医療撮像装置に対して既知の位置での第２の位置測定要素

のうち少なくとも１つとを含み、前記装置はさらに

  位置感知コントローラからデータを受取り、前記第１の医療撮像装置および／

または前記第１の医療撮像装置によって生成された走査平面／体積に対して、前

記第２の医療撮像装置の相対的位置および／または前記第２の医療撮像装置によ

って生成された走査平面／体積の相対的位置を計算するためのデータプロセッサ

を含み、前記データプロセッサは、医療オペレータに対して協調的な態様で前記

計算を少なくとも１つのディスプレイスクリーンに表示する、装置。

    【請求項１８】  前記少なくとも１つのディスプレイスクリーンは１つであ

る、請求項１７に記載の装置。

    【請求項１９】  前記第１および前記第２の医療撮像装置は同時におよび／

または断続的に動作する、請求項１７に記載の装置。

    【請求項２０】  前記第１および前記第２の医療撮像装置は、Ｘ線、ＣＴ、

ＭＲＩ、超音波または内視鏡の群のうちの１つである、請求項１７に記載の装置

。

    【請求項２１】  前記位置測定システムは、磁気、光学、音響、慣性、光フ

ァイバの群のうちの１つ、またはこれらの組合せである、請求項１７に記載の装

置。
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    【請求項２２】  前記第１の医療撮像装置に対して前記第２の医療撮像装置

の位置を感知するステップは、有線または無線通信によって行なわれる、請求項

１７に記載の装置。

    【請求項２３】  前記少なくとも１つの第１の位置測定要素は、前記第１の

医療撮像装置に装着される、請求項１７に記載の装置。

    【請求項２４】  前記少なくとも１つの第２の位置測定要素は、前記第２の

医療撮像装置に装着される、請求項１７に記載の装置。

    【請求項２５】  前記少なくとも１つの第１の位置測定要素と前記少なくと

も１つの第２の位置測定要素とは作動的通信において作動する、請求項１７に記

載の装置。

    【請求項２６】  前記計算は、前記少なくとも１つの第１の位置測定要素と

前記少なくとも１つの第２の位置測定要素との間の相対的位置の直接測定に基づ

く、請求項１７に記載の装置。

    【請求項２７】  前記計算は、前記少なくとも１つの第２の位置測定要素に

対する前記少なくとも１つの第１の位置測定要素の位置の直接測定に基づく、請

求項１７に記載の装置。

    【請求項２８】  前記位置測定システムは、第１の基準位置に配置される少

なくとも１つの第３の基準位置測定要素をさらに含み、

  前記少なくとも１つの第３の位置測定要素は、前記少なくとも１つの第１の位

置測定要素と前記少なくとも１つの第２の位置測定要素と作動的に通信し、かつ

それらの間の相対的位置の計算を可能にする、請求項１７に記載の装置。

    【請求項２９】  前記少なくとも１つの第１の医療撮像装置によって生成さ

れる走査された平面／立体は、前記少なくとも１つの第２の医療撮像装置によっ

て生成される走査された平面／立体に対して、画像処理ツールによって相関およ

び／または融合される、請求項１７に記載の装置。

    【請求項３０】  医療処置の異なった段階の間の内臓の解剖学的動きを評価

するために、少なくとも１つの標的の計算された位置、またはいくつかの標的／

点の間の相対的位置を相関するステップをさらに含む、請求項１７に記載の装置

。
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    【請求項３１】  標的を前記少なくとも１つのディスプレイスクリーンに標

識付けすることにより、または画像からの自動的認識により、前記標的の位置を

前記位置感知システムに示すステップをさらに含む、請求項１７に記載の装置。

    【請求項３２】  前記少なくとも１つのディスプレイスクリーンに前記基準

平面／体積を標識付けすることにより、前記基準平面／体積の位置を前記位置感

知システムに示すステップをさらに含む、請求項１７に記載の装置。

    【請求項３３】  前記少なくとも１つの第２の医療撮像装置の位置は、前記

標的および／または前記基準平面／体積に対して計算される、請求項３１および

請求項３２のいずれかに記載の装置。

    【請求項３４】  前記少なくとも１つの第２の医療撮像装置によって生成さ

れる走査平面／体積の位置は、前記標的および／または前記基準平面／体積に対

して計算される、請求項１７に記載の装置。

    【請求項３５】  前記少なくとも１つの第２の医療撮像装置の、前記標的お

よび／または基準平面／体積への実際の漸進的な移動を、前記少なくとも１つの

ディスプレイスクリーンに示すステップをさらに含む、請求項１７に記載の装置

。

    【請求項３６】  前記少なくとも１つの第２の医療撮像装置および／または

前記少なくとも１つの第２の医療撮像装置生成によって生成される走査平面／体

積の、前記標的および／または前記基準平面／体積からのずれを、前記少なくと

も１つのディスプレイスクリーンに示すステップをさらに含む、請求項１７に記

載の装置。

    【請求項３７】  医療処置の異なった段階の間の内臓の解剖学的動きを評価

するために、少なくとも１つの標的の計算された位置、またはいくつかの標的／

点の間の相対的位置を相関するステップをさらに含む、請求項１７に記載の装置

。

    【請求項３８】  予め定められた機械的拘束協調動作から自由に、内視鏡手

段によって視認できる標的へ侵襲器具を誘導することを可能にする装置であって

、

  内視鏡撮像装置と、
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  侵襲器具と、

  位置測定システムとを含み、前記位置測定システムは少なくとも、位置感知コ

ントローラと、前記内視鏡撮像装置に対して既知の角度での第１の位置測定要素

および前記侵襲器具に対して既知の角度での第２の位置測定要素のうち少なくと

も１つとを含み、前記装置はさらに

  位置感知コントローラからデータを受取り、前記第１の医療撮像装置によって

生成される画像に対して前記侵襲器具の相対的位置を計算するためのデータプロ

セッサを含み、前記データプロセッサは、医療オペレータに対して協調的な態様

で前記計算を少なくとも１つのディスプレイスクリーンに表示する、装置。
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【発明の詳細な説明】

【０００１】

    【関連出願の相互参照】

  このＰＣＴ特許出願は、１９９９年３月３１日に出願された、「複数の撮像シ

ステムを用いる医療診断および医療誘導インターベンションのための装置および

方法」（APPARATUS AND METHODS FOR MEDICAL DIAGNOSTIC AND FOR MEDICAL GUI

DED INTERVENTIONS USING MULTIPLE IMAGING SYSTEMS）と題する、同一人に所有

される米国仮特許出願番号第６０／１２７，２６７号に関連し、その優先権を主

張する。

【０００２】

  この仮特許出願は、全体としてここに引用により援用される。

【０００３】

    【発明の分野】

  本発明は、医療診断を行なうための装置に関し、医療インターベンションまた

は治療処置を計画し行なうための装置に関する。特に、本発明は、インターベン

ション中に身体または身体体積中の標的を見るために複数の医療撮像システムを

採用する誘導医療インターベンションまたは医療治療処置を行なうための装置に

関する。

【０００４】

    【発明の背景】

  近年、よりよい診断を受けるために異なった医療撮像システムからの画像の融

合が広く用いられるようになっている。さらに、いくつかの医療撮像装置の協調

動作は、患者が診断、治療計画ならびに医療処置およびインターベンション中に

受ける放射の量を低減することができる。これらの事実は既に認められているが

、そのような協調動作の実現は、今まで一般的には、共通の医療プラットホーム

を有する医療撮像装置に限られてきた。

【０００５】

  さらに、（エネルギの場を身体中の標的に向けることに基づく）さまざまな指

向性の治療処置は、ＣＴ、ＭＲ、超音波などの医療撮像装置によって発生される
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前記身体および標的の画像によって助けられる。

【０００６】

    【発明の概要】

  診断中、医療インターベンション中または治療処置中、いくつかの医療撮像装

置を同時にまたはシーケンシャルに作動させることが必要であったり役立つこと

がある。これは、患者の状態を示しかつ／または身体もしくは身体体積中の標的

を指定するために、必要に応じかつ装置間の互換性に応じてなされる。たとえば

、超音波によっておよび、ＣＴ、Ｘ線または内視鏡撮像装置などの他の医療撮像

装置によって同じ標的を見ることができる。

【０００７】

  本発明は、２つ以上の医療撮像装置の位置間の機械的拘束なしに、医療診断お

よび処置において２つ以上の（超音波およびＣＴなどの）医療撮像システムを組

合せるための方法および装置を含む。本発明は、特に、標的が評価されることが

求められる、身体または身体体積内への誘導医療インターベンションにおいて有

用である。本発明に開示される装置は、少なくとも２つの医療撮像装置、たとえ

ば超音波、ＣＴ、Ｘ線、内視鏡と、少なくともディスプレイと、データプロセッ

サと、位置制御要素および位置測定要素を含む位置測定システムとを含む。位置

測定要素の少なくとも一部は、医療撮像装置に対して決められた位置に位置し、

撮像装置によって発生される画像＼ビームに対して較正される。位置測定システ

ムは、少なくとも２つの医療撮像装置間の相対的位置の確立を可能にする。位置

測定システムからの情報を受けるデータプロセッサも、少なくとも２つの撮像装

置によって発生される像平面／体積間の位置を確立することができ、以下の少な

くとも１つのためにそれを用いる；

  ａ）  別の医療撮像装置から利用可能な情報に従って身体内の関心ある標的を

走査するために１つ以上の撮像装置を操作するか、または、

  ｂ）  同じ平面／体積の画像が２つ以上の撮像装置から利用可能であるとき画

像融合を促進する。

【０００８】

  位置測定要素という言葉は、位置測定システムの一部であるよう好適な、以下
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のグループ：トランスミッタまたはレシーバまたは反射器またはトランシーバま

たは光学的指標（optical indicia）または慣性センサまたは上記のいずれかの

組合せ、のいずれかを規定する。この位置測定システムは、磁気的、音響的、光

学的、慣性的または上記の組合せであってよい。

【０００９】

  結果として得られた装置は、同じインターベンションまたは診断に使用される

医療撮像装置のすべてまたは一部のフリーハンドの操作を可能にする。

【００１０】

  本発明に記載される装置および方法は、多数の医療撮像装置の組合せを促進し

て、従来のシステムのものよりもより安全かつ効率よく、様々な医療診断、治療

処置およびインターベンションの任務を行なう。特に、本発明の装置は、１つの

医療撮像装置で標的を見、医療インターベンション器具または医療治療器具を誘

導し、または代替的に、第２の医療撮像装置を用いるとき医療装置を挿入するこ

とを可能にする。これは、「超音波撮像のための連節針ガイドおよびこれを用い

る方法」（Articulated Needle Guide For Ultrasound Imaging And Method Of 

Using Same）と題する、同一人に譲渡された米国特許番号第５，６４７，３７３

号と、「針ガイドのフリーハンドの照準」（Free-Hand Aiming Of A Needle Gui

de）と題する特許出願ＰＣＴ／ＩＬ９６／０００５０（ＷＯ９７／０３６０９）

と、「特に医療用途のための標的への装置の移動を誘導するためのシステムおよ

び方法」（System And Method For Guiding The Movements Of A Device To A T

arget Particularly For Medical Applications）と題する特許出願ＰＣＴ／Ｉ

Ｌ９８／００５７８と、「走査トランスデューサに対する位置センサを較正する

ための較正方法および装置」（Calibration Method And Apparatus For Calibra

ting Position Sensors On Scanning Transducers）と題する特許出願ＰＣＴ／

ＩＬ９８／００６３１とにおいて、譲受人によって導入されるものなどの画像誘

導医療インターベンションシステムを採用するとき特に有用であり得、これらの

書類の４つすべてが全体としてここに引用により援用される。

【００１１】

  本発明に記載される装置はまた、診断ならびに医療インターベンションおよび
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／または治療中に、例えば同じインターベンションにおいて超音波およびＣＴを

用いる際、患者に与えられる放射の量を低減し得る。本発明は、治療処置を助け

るために使用される医療撮像装置および指向性の治療装置の位置間の機械的拘束

なしに、指向性の治療処置を誘導するための方法および装置も含む。したがって

、当該装置は、治療処置を助けるために使用される医療撮像装置のおよび／また

は治療ヘッドのすべてまたは一部のフリーハンドの操作を可能にする。指向性の

治療処置という言葉は、エネルギの場が患者の身体中の標的または領域に向けら

れる如何なる処置をも規定するものである。このエネルギの場は、超音波もしく

は衝撃波（砕石術）、または電磁（放射線療法、レーザなど）もしくは粒子ビー

ム（たとえば陽子線）であり得る。データプロセッサは、位置測定システムから

情報を受け、それを用いて、治療装置ヘッド＼ビームを身体中の所望の標的に向

ける。

【００１２】

  当該方法および装置は、アドオン能力を有し、ダイナミックなアーキテクチャ

を定義することができ、それに採用される装置のすべてまたは一部のフリーハン

ドの操作を可能にするという点で、有益である。

【００１３】

  本発明は、添付の図面により記載され、同様の参照番号および／または文字は

、同様のまたは対応の要素を指す。

【００１４】

    【実施例の詳細な説明】

  図１ａは、本発明の例示の第１の実施例を示す。第１の実施例は、医療画像を

発生する少なくとも２つの互換性のある医療撮像装置を利用する。ここでは、医

療撮像装置は、協調動作において採用される、超音波装置２とコンピュータ断層

撮影（ＣＴ）装置４とを含む。代替的に、医療撮像装置は、互いに対して協調的

動作し互換性があるならば、同じまたは異なった装置であっても、それらの組合

せであってもよい。たとえば、これらの装置は、超音波、コンピュータ断層撮影

（ＣＴ）、Ｘ線、内視鏡などによって画像を発生する装置であってもよい。

【００１５】
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  図１に示される設定において、たとえば、標的８が超音波によって正確に撮像

できなかったとしても、身体６（または身体体積）のＣＴ４によって発生される

、身体６（身体体積）中の標的８の画像を利用して、標的８に対して既知の位置

に超音波トランスデューサ１８を位置決めし得る。これは、特に、標的の主な場

所に対してＣＴ画像を用いながら、侵襲性の器具のリアルタイムの監視のために

超音波画像を使用することを可能にする、ＣＴ支援医療インターベンションにお

いて有用である。さらに、２つの医療撮像装置によって発生される画像は、リア

ルタイムまたはオフラインで組合され、必要とされる画像の領域において必要と

される詳細を発生し得る。これは、ＣＴ画像間の呼吸によるまたは内臓の動きに

よる解剖学的変化および処置時における身体６の状況を監視するためにも使用さ

れ得る。システムは、主要な変形または適応なしに既存の配備された医療撮像装

置に対して適合可能である。

【００１６】

  超音波２および／またはＣＴ４は、データプロセッサ１４に含まれる（任意選

択の）画像プロセッサ１２を介してディスプレイ１０に接続され、超音波２およ

びＣＴ４によって発生される少なくとも画像をディスプレイ１０上に表示する。

超音波２および／またはＣＴ４は、必要な接続およびハードウェアを介してディ

スプレイ１０に直接接続されることも可能である。画像プロセッサ１２は、デー

タプロセッサ１４の一部であるか、それに接続されることが可能である。

【００１７】

  超音波２は、さらに、当該技術に公知の超音波トランスデューサと呼ばれる、

走査ヘッド１８に接続されるメインユニット１７を含む。ＣＴ４は、さらに、Ｃ

Ｔ走査ヘッドと呼ばれる走査ヘッド２２に接続されるメインユニット（ＣＴコン

ピュータ）２０を含む。ＣＴ走査ヘッド２２は、当該技術に公知のＸ線エミッタ

および検出器（図示せず）を含む。走査ヘッドという言葉は、超音波のトランス

デューサ、またはＣＴもしくはＸ線のＸ線エミッタおよび検出器または光学的内

視鏡のＣＣＤなどの、医療撮像または走査装置の検出器および／またはエミッタ

要素を規定するために使用されるものである。

【００１８】
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  少なくとも位置感知コントローラ２６と、位置測定要素（ＰＭＣＳ）２８、３

０、３２および３４とを含む位置測定システムは、超音波トランスデューサ１８

とＣＴ走査ヘッド２２との相対的位置を測定するために使用される。位置測定要

素という言葉は、磁気的（たとえば、米国特許番号第４，３１４，２５１号およ

び第４，０５４，８８１号に詳細されるシステムに従う）または音響的（たとえ

ば、米国特許番号第４，１２４，８３８号に詳細されるシステムに従う）または

光学的（たとえば、米国特許番号第４，６４９，５０４号に詳細されるシステム

に従う）または慣性的（たとえば、InterSense Inc.によって製造されたＩＳ９

００）位置測定システムまたは上記のいずれかの組合せの一部であるのに好適な

、以下のグループ：トランスミッタまたはレシーバまたは反射器またはトランシ

ーバまたは光学的指標または慣性センサまたは上記のいずれかの組合せ、のいず

れかを規定するものであり、上記列挙した米国特許のすべてはここに引用により

援用される。また、上記列挙された、米国特許番号第５，６４７，３７３号と、

ＰＣＴ出願ＰＣＴ／ＩＬ９６／０００５０、ＰＣＴ／ＩＬ９８／００５７８、Ｐ

ＣＴ／ＩＬ９８／００５７８およびＰＣＴ／ＩＬ９８／００６３１とに従う位置

レバーも好適である。位置感知コントローラ２６は、データプロセッサ１４の一

部であることが可能である。

【００１９】

  超音波トランスデューサ１８とＣＴ走査ヘッド２２との相対的位置を測定する

役目を果たすために、位置測定要素２８が、超音波トランスデューサ１８に対し

て既知の固定された位置に取付けられる。取付は、トランスデューサ１８に直接

、またはエクステンション２７を用いて、のいずれかであり得る。位置測定要素

２８は、超音波ビーム３６が位置測定要素２８に対して既知の固定された位置に

あるように、超音波トランスデューサ１８に対して較正される。そのような較正

は、ＰＣＴ出願ＰＣＴ／ＩＬ９８／００６３１に従って動作させることによって

達成可能である。

【００２０】

  位置測定要素３０は、ＣＴ走査ヘッド（ガントリ）２２からの既知の固定され

た位置に取付けられる。取付は、ＣＴ走査ヘッド（ガントリ）２２に直接に、ま
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たはエクステンション２９を用いて、のいずれかであり得る。位置という言葉は

、場所および／または配向を規定するものである。

【００２１】

  位置感知コントローラ２６は、位置測定要素２８と位置測定要素３０との相対

的位置を測定し、超音波トランスデューサ１８とＣＴ走査ヘッド２２との相対的

位置を計算することを可能にする。位置測定要素３０は、ＣＴ走査ビーム３４が

位置測定要素３０に対して既知の固定された位置にあるように、走査ヘッド２２

に対して較正される。そのような較正は、同一人に譲渡されたＰＣＴ出願ＰＣＴ

／ＩＬ９８／００６３１に従って動作させることによって達成可能である。

【００２２】

  超音波トランスデューサ１８、ＣＴ走査ヘッド２２ならびに位置測定要素２８

および３０の詳細な図を示す図１ｂを参照する。先の図面において参照された項

目は同様に番号付けされ、さらには記載されない。

【００２３】

  代替的に／さらに、位置測定要素３２が、ＣＴベッド１５に取付けられてもよ

い。取付は、ＣＴベッド１５に直接に、またはエクステンション３１を用いて、

のいずれかであり得る。この場合には、位置測定要素３４が、ＣＴ走査ヘッド２

２の基準位置に対しての固定された位置（たとえば、デフォルトの垂直位置）に

取付けられ、ガントリ２２の動きは、ＣＴコンピュータ２０から利用可能な情報

に従って補正される。

【００２４】

  さらなる位置測定要素３４は、アーム３３によってＣＴ室の天井から取付けら

れたＣＴ走査ヘッドからの固定された位置に取付けられてもよい。この場合には

、位置測定要素３４は、ＣＴの基準位置に対して固定された位置（たとえばデフ

ォルトの位置）に取付けられ、ガントリ２２の動きは、ＣＴ２０から利用可能な

情報に従って補正される。

【００２５】

  位置測定要素３０、３２、３４をともに使用する必要はない。代わりに、それ

らの少なくとも１つを使用すれば十分である。装置を適切に動作させるために、
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位置測定要素２８と組合せて上記位置測定要素３０、３２および３４の１つのみ

を実現すれば十分である。位置測定要素３２および３４は、使用されるならば、

位置測定要素３０（使用されるならば）の較正と同様にＣＴ走査ヘッド２２に対

して較正される。

【００２６】

  位置測定要素２８はトランスデューサ１８に対して較正され、位置測定要素３

０、３２および３４の少なくとも１つはＣＴ走査ヘッド２２に対して較正される

ので、超音波走査ビーム３６とＣＴ走査ビーム３８との相対的位置を計算するこ

とができる。これは、位置測定要素２８と、以下の少なくとも１つ：位置測定要

素３０、３２および３４の１つとの相対的位置を測定することに基づき、かつ、

上に規定された較正値に基づいて計算される。図２ａのベクトル図および図２ｂ

のフローチャートは、２つの医療撮像装置のビーム間の相対的位置を計算するた

めに使用されるべき１つの可能なアルゴリズムを示す。

【００２７】

  図２ｂのフローチャートを参照し、ブロック４０は、超音波トランスデューサ

１８に対して位置測定要素２８を較正することの結果を示す。ブロック４２は、

超音波トランスデューサ１８に対して位置測定要素２８を較正することの結果を

示す。ブロック４０および４２は、一般的にはオフラインで行なわれる。ブロッ

ク４４は、位置センサ３０に対して位置センサ２８の相対的位置の測定を示す。

ブロック４６は、超音波走査ビーム３２とＣＴ走査ビーム３４との相対的位置を

計算するためのある可能な１組の方程式（式１および式２を以下に示す）を示す

。これらの方程式は以下のとおりである。

【００２８】

【数１】
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【００２９】

  上記方程式における指数およびパラメータは、図２ａのベクトル図および図２

ｂのフローチャートに従う。したがって、ＣＴ画像またはＣＴ画像の組に対して

のトランスデューサ１８および超音波ビーム＼画像３６の相対的位置を計算する

ことが可能である。

【００３０】

  ガントリの外側にＣＴストレッチャ１６を動かすことによる、必要な補正は、

ＣＴシステムから利用可能な情報に従って行なうことができる（ストレッチャ１

６の変位は、１０．２５ｍｍから０．５ｍｍ未満の精度で測定可能である）。ベ

ッドストレッチャ１６の移動は、ＣＴ走査ヘッド（ガントリ）２２から同じ位置

に所望の標的６または関心のあるＣＴスライスをもたらす予め定められた値であ

り得る。代替的に、ＣＴストレッチャ１６は、任意の所望の位置に移動可能であ

る。

【００３１】

  ＣＴ２２の走査ヘッドの傾きによる、必要な補正は、ＣＴシステム４から利用

可能な情報に従って行なわれてもよい。

【００３２】

  ベッドストレッチャ１６の旋回による、必要な補正は、ＣＴシステムから利用

可能な情報に従って行なうことができる。

【００３３】

  斜めのまたは垂直のＣＴ画像を使用することによる、必要な補正は、ＣＴシス

テムから利用可能な情報に従って行なうことができる。

【００３４】
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  上述した補正値のすべては、データプロセッサ１４に手動で入力されるか、も

しくはＣＴメインユニット２０から通信リンクを介して転送可能であり、または

、データプロセッサ１４が、たとえば、ＣＴ画像（ビデオまたはＤＩＣＯＭの形

）において一般的には利用可能な情報に従って、それらを自動的に識別すること

ができる。

【００３５】

  同様のまたは代替のアルゴリズムは、位置測定要素３２および３４と関連して

実現可能である。

【００３６】

  図３を参照し、１組のＣＴ画像に対する超音波画像（走査ビーム３４）の相対

的位置は、装置ディスプレイ１０上でオペレータに示される。表示は、たとえば

ボックス６０、６２、６４、６６および６８の形で２Ｄおよび／または３Ｄの態

様である。

【００３７】

  基準ＣＴスキャン画像３８からの超音波走査ビーム３６のずれの量は、たとえ

ば、ボックス６０におけるように角度および距離の形で、側面図ボックス６２の

形で、および上面図、ボックス６４の形で、オペレータに対して表示可能である

。これにより、オペレータは、ＣＴにより身体６をまず走査し、身体６中の少な

くとも１つの標的８を識別し、所望のＣＴスライス＼画像が見えるように超音波

トランスデューサ１８を位置決めすることが可能になる。

【００３８】

  さらに、標的８はＣＴ画像中で標識付け可能であり、標的８が見えるように超

音波トランスデューサ１８を操作することが可能である。表示は、トランスデュ

ーサ１８をいかに操作するかを示す矢印と、超音波走査ビーム３６からの標的８

の距離を示す数とを含むボックス６６の形であり得る。次に、たとえば、超音波

による侵襲性の器具のリアルタイムの撮像と組合せてＣＴ画像に基づいて、標的

８に向けて侵襲性器具を誘導することが可能である。

【００３９】

  ボックス６８および７０は、ＣＴ画像の体積に対する位置トランスデューサビ



(18) 特表２００３－５２７８８０

ーム３６に関する情報を提供する。ボックス６８は、トランスデューサ１８の現

在の位置と整列されたＣＴスライス（再構成）を示す。ボックス７０は、走査さ

れた体積に対するトランスデューサ１８の相対的位置を矢状の図で示す。

【００４０】

  図３は、ユーザが超音波２およびＣＴ４の情報を協調して使用することを可能

にするための特定の表示様式を例示したが、さらなるまたは代替的な表示が使用

されてもよい。

【００４１】

  非常に高い精度を必要とする用途において、超音波２による走査身体６とＣＴ

４による走査身体６との間の小さな動きを回避するために、身体６を拘束する必

要があるかもしれない。ほとんどの用途では、この要求は必要でない。

【００４２】

  図１に示すように、本発明に従って協調動作で超音波２およびＣＴ４を動作さ

せるために必要とされるステップのフローチャートである図４をここで参照する

。ステップ９０で、位置測定要素（ＰＭＣ）２８と３０との相対的位置が測定さ

れる（図４）。（上に説明したように）位置測定要素３０の代わりにまたはこれ

に加えて、位置測定要素３２もしくは３４または両者を使用することが可能であ

る。ステップ９２で、超音波走査平面／体積／画像３６とＣＴ走査平面／体積／

画像３８との相対的位置が計算される。ステップ９２での計算は、超音波トラン

スデューサ１８およびＣＴスキャナ２２に対しての位置測定要素２８および３０

（３２、３４）の較正に基づく（ステップ９４）。ステップ９４における計算は

、同一人に譲渡された米国特許番号第５，６４７，３７３号に記載されるような

、たとえば画像誘導インターベンションにおいて、任意選択ではあるが好ましい

他の医療処置において使用されてもよい（ステップ９６）。ステップ９２におけ

る計算は、必要とされる位置に超音波トランスデューサ１８を操作することを指

示するために使用されてもよい。走査平面／体積間の相対的位置が計算されると

、ＣＴシステム４および超音波システム２からの画像は、任意選択であるが非常

に好ましいステップ９８において相関付けられかつまたは融合されてもよい。こ

れは、従来の画像処理アルゴリズムおよび技術に従って行なうことができる。（
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それぞれ、超音波走査ビームおよびＣＴ走査ビームからの）これらの画像を相関

付けまたは融合させることにより、表示された超音波画像の画質が向上され得る

。ステップ９８から得られた、重ね合わされた画像／情報は、任意選択で、反復

モードでステップ９２の計算を改良するために使用されてもよい。ステップ９８

から得られた重ね合わされた画像／情報は、他の医療処置において（ステップ９

６）または超音波トランスデューサ１８の操作を指示するために（ステップ１２

０）使用されてもよい。

【００４３】

  撮像オプション１００は、余すところないわけではないが、以下のように列挙

される。ＣＴシステム４および超音波システム２からの画像は、個別に表示され

てもよく（ステップ１０２および１０４）、ＣＴ走査ビームと超音波走査ビーム

との相対的位置が表示されてもよく（図３に示される、ステップ１０６）、ステ

ップ９８での融合した画像の結果が表示されてもよい（ステップ１０８）。標的

および画像の相関情報は、オペレータにも利用可能で、以下に説明するようにた

とえば内部の解剖学的動きを示すこともできる。

【００４４】

  表示機能１００に加えてかつこれと相互作用して、ディスプレイ１０上に現わ

れる、撮像装置の１つによって発生される画像上の標的８を任意選択で標識付け

すること（ステップ１１２）などの、さまざまな補助的機能がある。次に、標的

８の位置は、医療撮像装置の走査ビーム内で計算されてもよい（ステップ１１４

）。さらに／代替的に、基準平面／体積が、撮像装置の１つによって発生される

画像に従って標識付けされるかまたは信号を与えられてもよい（ステップ１１６

）。次に、基準平面／体積の位置が計算されてもよい（ステップ１１８）。ステ

ップ１１４および／または１１８におけるデータは、任意選択で、ＣＴ走査ヘッ

ド２２および超音波トランスデューサ１８の互いに対する位置決めを指示するた

めに、使用されてもよい（ステップ１２０）。

【００４５】

  この発明と関連して用いられる特定の実現化例は、ＣＴスキャンが行なわれた

時間と処置を行なう時間との間に内臓が顕著に動く用途における画像相関の使用
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に関する。人体体積６は、高解像度画像／情報を生成するＣＴシステム４によっ

て走査される。オペレータは、ディスプレイ１０上に表示されるＣＴ画像上に少

なくとも１つの標的を規定する。次いで同じ標的が、超音波トランスデューサ１

８によって走査される。超音波走査ビーム／画像３６の位置は、ＣＴ走査ビーム

３８の位置に対して（上に詳述のように）求められる。さらに、超音波画像にお

ける標的８の相対的位置とＣＴ画像から計算された位置とを比較することにより

、ＣＴスキャンを行なう時間とインターベンションを行なう時間との間の人体８

における内臓の動きまたは呼吸による変化を監視および補償することができる。

この実現化のためには、ＣＴ画像において１つ以上の標的／点を標識付けし、次

いでそれらを超音波によって場所を突き止めることが望ましい（しかし必須では

ない）。これにより、ＣＴによって生成される画像とインターベンション期間の

状態との間の、人体８内の内臓の解剖学的変位を計算することが可能になる。上

に規定する動作は、もしＣＴおよび超音波画像内に十分に区別できる標的／点／

集合が見出されれば、自動的に行なうこともできる。

【００４６】

  この発明の例示的な実施例に従って用いる磁気位置測定システムを示す図５ａ

を参照する。先行の図面と同様の部品は同様の符号を有し、さらなる説明は行な

わない。

【００４７】

  この例示的な実施例においては、位置測定要素２８は超音波トランスデューサ

１８に装着されるレシーバ２８′であり、位置測定要素３０はアーム８０′によ

ってＣＴ走査ヘッド２２に装着されるトランスミッタ３０′である。トランスミ

ッタ３０′はＡＣまたはＤＣ磁気／電磁信号をレシーバ２８′に伝送する。レシ

ーバ２８′の出力は、有線または無線接続によって位置感知コントローラ２６に

伝送され、トランスミッタ３０′に対するレシーバ２８′の相対的位置の計算を

可能にする。これに代えて、位置測定要素２８がトランスミッタであり、位置測

定要素３０がレシーバであってもよい。

【００４８】

  図５ｂを参照すると、光学位置測定システムがこの発明の別の例示的な実施例
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に従って用いられる。先行の図面と同様の部品は同様の符号を有し、さらには説

明されない。立体視電荷結合素子（ＣＣＤ）カメラ８４′は、第１の基準場所で

アーム８６′上に位置決めされる。位置測定要素２８は、アーム８８′によって

超音波トランスデューサ１８に装着されるＬＥＤの集合２８″を含み、位置測定

要素３０はアーム８０″によってＣＴ走査ヘッド２２に装着されるＬＥＤの集合

３０″を含む。ＬＥＤの集合２８″の相対的位置は、ＣＣＤカメラ８４′（第１

の基準場所）に対して測定され、ＬＥＤの集合３０″の相対的位置もまたＣＣＤ

カメラ８４′（第１の基準場所）に対して測定される。したがって以上の測定か

ら、ＬＥＤの集合３０″の相対的位置をＬＥＤの集合２８″に対して計算するこ

とができ、よって超音波走査ビーム３２とＣＴスキャンビーム３４との間の相対

的位置を計算できる。

【００４９】

  以上に詳述した、超音波トランスデューサ走査ビーム３２とＣＴスキャンビー

ム３４との間の相対的位置の測定を可能にする位置測定システムは、光学、音響

、磁気もしくは慣性、またはこれらの組合せであってもよい。位置測定要素２８

と３０との間の相対的位置は、たとえば図５ａにおける例示的な実施例において

示されるように一方の要素がレシーバであり他方がトランスミッタである場合の

ように、直接測定することができる。これに代えて、位置測定要素２８と３０と

は、たとえば図５ｂの例示的な実施例において示されるように各々の位置を基準

場所に対して測定することにより、間接的に計算することもできる。

【００５０】

  これらの間接的計算を行なう場合、第３の位置測定要素８４（立体電荷結合素

子（ＣＣＤ）８４′によって図５ｂに示す）は位置測定要素２８および３０と作

動的に通信し、このＣＣＤ８４は第１の基準場所に位置決めされる。第１の基準

場所は固定されていて既知であってもよい。これに代えて、第１の基準場所は可

動であり未知であってもよい。任意で、第１の基準場所はベッド２４に装着され

てもよい。

【００５１】

  位置測定要素２８、３０および（もしシステムの一部であれば）８４は、トラ
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ンスミッタ、レシーバ、反射器、トランシーバ、または光学的標識の以上の群の

うちいずれか、または以上のいかなる組合せであってもよい。位置測定要素２８

、３０および（もしシステムの一部であれば）８４は、磁気、音響、光学、また

は慣性位置測定システムの一部、または以上の組合せであってもよい。

【００５２】

  位置感知コントローラ２６は、有線または無線リンクによって位置測定要素２

８、３０および（もしシステムの一部であれば）８４のうちの少なくとも１つま

たはすべてと通信し得る。

【００５３】

  図６は、この発明のさらなる実施例を示す。先行の図面と同様の部品は同様の

符号を有し、さらには説明されない。第２の実施例は、この発明に従って協調動

作で用いられる超音波２およびＸ線１３８を示す。Ｘ線撮像装置は、Ｘ線メイン

ユニット１４０と、エミッタ１４２′および検出器１４２′を含むＸ線走査ヘッ

ド１４２とを含む。Ｘ線走査ヘッド１４２は、可動および調節可能アーム１４４

上に搭載される。ベッド２４は、Ｘ線撮像装置１３８の一部であってもよく、一

部でなくてもよい。

【００５４】

  位置測定要素３０は、Ｘ線走査ヘッド１４２から既知の固定された位置で装着

される。さらに、位置測定要素３０は、Ｘ線の走査体積から既知の位置に存在す

るよう走査ヘッド１４２に対して較正される。そのような較正は、特許出願ＰＣ

Ｔ／ＩＬ９８／００６３１に従って動作させることにより得られる。超音波トラ

ンスデューサ走査ビーム３６とＸ線走査体積１４６との間の相対的位置は、位置

測定要素２８と３０の間との直接測定に基づき第１の実施例に説明されたように

計算することができる。

【００５５】

  付加的な位置測定要素８４は、アーム８６上の基準場所に配置することができ

る。この位置測定要素８４（もし使用するのであれば）は、走査測定要素２８お

よび３０と協調通信する。こうして、超音波トランスデューサ１８とＸ線走査ヘ

ッド１４２との位置は、図５ｂに関して説明された計算と同様の計算で基準位置
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に対して測定される。人体６は処置の間の動きを防ぐために固定されてもよい。

Ｘ線走査ヘッド１４２は、人体６内の標的８または人体体積を視認するために、

２つの異なった位置で位置決めされる。Ｘ線走査ヘッド１４２の位置は、基準位

置に対して測定され、こうして走査された人体６の３Ｄ画像を得るために２つの

画像を立体情報へ相関させることができる。立体２Ｄ画像／情報からそのような

３Ｄ画像／情報を生成するためのアルゴリズムは、当業者には既知である。

【００５６】

  この発明の例示的な使用法においては、（上で図１から図３を参照して説明し

たように）オペレータは、たとえばディスプレイ１０上にマウスで印をつけるこ

とにより、Ｘ線１３８から得られた画像上に標的８を示してもよい。標的８の相

対的位置は基準点に対して計算される。超音波トランスデューサ１８は次いで人

体体積６に対して適用され、その位置は基準位置に対して測定される。こうして

、超音波走査平面３６の位置をＸ線１３８および標的８から得られた画像立体に

対して計算することができる。

【００５７】

  これに代えて、人体体積６は、標的８を含む所望の基準平面／体積を確立する

ために第１に超音波によって撮像されてもよい。オペレータは、上に詳述の手順

に従って基準平面を選択する。これに代えて、オペレータはたとえば上述のよう

に従来のマーキングソフトウェアを用いてディスプレイ１０上に標識付けするこ

とにより標的８を示す。データプロセッサ１４は基準場所に対する標的８の位置

または基準平面の場所をストアする。次いで超音波トランスデューサ１８は取除

かれ、Ｘ線走査ヘッド１４２の位置は基準平面または標的８に対して計算される

。こうして、２つの異なった位置から最適な方法でＸ線走査ヘッド１４２を位置

決めし、これにより標的８を視認し後に３Ｄ画像／情報を生成することが可能に

なる。

【００５８】

  超音波２とＸ線１３８とを作動的通信で用いるさらなる様式は、図１ａ、およ

び図４に示すシステムに対して説明されたものと同様であり、上に説明した。

【００５９】
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  この発明のさらなる実施例を示す図７ａおよび図７ｂを参照する。先行の図面

と同様の部品は同様の符号を有し、さらには説明されない。第２の実施例はこの

発明に従って協調動作で用いられる超音波２および光学内視鏡１５０を示す。該

内視鏡１５０は、ＣＣＤ１５４（図示せず）および光学素子１５６（図示せず）

を備える内視鏡ヘッド１５２を含む。内視鏡ヘッド１５２は、剛性または柔軟性

があってもよい。視野の角度を変えるための可動先端を備えた剛性内視鏡ヘッド

１５２を用いることも可能である。視野を変えることにより内視鏡を用いること

も可能である。

【００６０】

  位置測定要素３０は、光学内視鏡ヘッド１５０に対して既知の位置に装着され

、内視鏡画像１５８に対して較正される。位置測定要素２８はトランスデューサ

１８に対して既知の位置に装着され、上述のようにトランスデューサビーム／画

像３６に対して較正される。もし内視鏡ヘッド１５２が剛性であれば、位置測定

要素は内視鏡ヘッド１５２に対していかなる固定された場所においても内部でま

たは外部で装着することができる。もし内視鏡ヘッド１５２が柔軟性があるかま

たは可動先端を有していれば、位置測定要素３０はヘッド１５０の先端に位置決

めされる。そのような位置測定要素の例はメドネティックス・インコーポレイテ

ッド（Mednetix Inc.）によって製造される磁気センサである。これに代えて、

位置要素３０は２つの異なった機能の副要素の組合せであってもよい。位置測定

要素３０の第１の副要素はヘッド１５２の位置をデフォルトの状態で測定する（

デフォルトの曲げまたはデフォルトの先端位置）。位置測定要素３０の第２の副

要素は内視鏡ヘッド１５２の柔軟性のある部分に（好ましくは先端に）装着され

、柔軟性部分のデフォルト状態に対する曲げまたは動きを示す。そのような第２

の副要素の例はメジャランド・インコーポレイテッド（Measurand Inc.）によっ

て製造される光ファイバセンサであってもよい。さらにこれに代えて、可動先端

を備える剛性内視鏡の場合には、デフォルト状態からのずれに関する情報を内視

鏡から受取ることも可能である。

【００６１】

  この発明の１つの局面によると、標的８は超音波トランスデューサ１８によっ
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て視認され、内視鏡ヘッド１５２はデータプロセッサ１４（図７には図示せず）

から受取った誘導情報に基づき標的８を視認するために操作され、ディスプレイ

１０上に表示される（図７には図示せず）。この誘導は、上述の特許出願ＰＣＴ

／ＩＬ９６／０００５０またはＰＣＴ／ＩＬ９８／００５７８の譲受者によって

導入される方法に従ってもよい。

【００６２】

  この発明の別の局面によると、標的８はトランスデューサ１８とさらに内視鏡

ヘッド１５２とによって視認される。すると標的８を超音波画像内に標識付けし

、かつその位置を位置測定要素２８に対して計算することができる。位置測定要

素３０と２８との間の測定された相対位置に従い、かつ位置測定要素３０の内視

鏡画像１５８への較正に基づき、内視鏡画像１５８に対して標的８の３Ｄ位置を

計算することが可能になる。これにより、上で引用した特許出願ＰＣＴ／ＩＬ９

６／０００５０またはＰＣＴ／ＩＬ９８／００５７８において説明される方法お

よび装置に従っていかなる所望の角度からも、侵襲器具を内視鏡画像１５８に基

づいて標的８に誘導することができる。

【００６３】

  この発明の別の局面によると、トランスデューサ１８を用いる必要なしに代替

的な方法によって内視鏡画像から深度情報を受取ることができる。１つの代替的

な方法によると、焦点位置のまわりの直線（strait line）上のいくつかの位置

で内視鏡ヘッド１５０を動かす間に、標的を内視鏡１５０によって視認すること

ができ、少なくとも１つの位置は標的の焦点の合った画像を提供する。標的の焦

点合わせおよび焦点のぼけに従い、かつ位置測定要素３０の測定された位置に従

い、「焦点からの距離測定」として知られるアルゴリズムから内視鏡画像におけ

る標的の深度を得ることが可能になる。別の方法によると、内視鏡ヘッド１５０

は標的８を含む人体６の体積を少なくとも２つの異なった位置から視認して３Ｄ

立体撮像を実現することを可能にする。立体撮像アルゴリズムの実現化は、内視

鏡ヘッド１５２の２つ以上の位置の間の相対的位置を知ることに基づく。さらに

別の方法によると、当業者においては「シェーディングからの距離測定」として

知られる方法により標的８の深度を得ることが可能である。そのような方法は米
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国特許第４，７１４，３１９号および米国特許第４，６９５，１３０号に説明さ

れる。

【００６４】

  上述のすべての方法は、内視鏡１５０によって生成される画像における標的８

の位置に関する３Ｄ情報を提供することができる。したがって、侵襲器具に付加

的な位置測定要素を装着し、上に引用した特許出願ＰＣＴ／ＩＬ９６／０００５

０またはＰＣＴ／ＩＬ９８／００５７８に従った誘導方法に説明される方法に従

った内視鏡撮像によって支援することにより、これを標的８に誘導することがで

きる。

【００６５】

  この発明をいくつかの好ましい実施例に関して説明してきたが、これらは単に

例示目的であり、この発明の多くの変形、変更および適応が可能であることが理

解されるであろう。したがって、この発明の範囲は前掲の特許請求の範囲によっ

て定義される。

【図面の簡単な説明】

    【図１ａ】  超音波およびコンピュータ断層撮影（ＣＴ）装置の協調動作の

ための本発明に従って構成されたシステムの一形態の図である。

    【図１ｂ】  図１ａにおけるＣＴおよび超音波の走査ビーム間の相対的位置

を示す図である。

    【図２ａ】  図１ａにおける超音波およびＣＴの走査ビーム間の相対的位置

を計算するのに使用されるベクトルを示すベクトル図である。

    【図２ｂ】  図１ａにおける超音波およびＣＴの走査ビーム間の相対的位置

を計算するのに関係するステップを示すブロック図である。

    【図３】  図１ａに関連して本発明に従って可能にされる表示機能を示す図

である。

    【図４】  本発明に従う協調モードで２つの医療走査装置を用いるステップ

を示す簡素化された流れ図である。

    【図５ａ】  本発明に従って使用されるべきある可能性ある位置測定システ

ムの図である。
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    【図５ｂ】  本発明に従って使用されるべき別の可能な位置測定システムの

図である。

    【図６】  超音波およびＸ線の協調動作のための本発明に従って構成された

システムの一形態の図である。

【図１ａ】

【図１ｂ】
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【図２ａ】
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【図２ｂ】
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【図３】
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【図４】
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【図５ａ】
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【図５ｂ】
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【図６】



(35) 特表２００３－５２７８８０

【図７Ａ】

【図７Ｂ】
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【国際調査報告】
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